
別表１

者

第一次審査表【参加資格要件】

【「○」は参加資格有　「×」は参加資格無】
※１つでも「×」がある場合は、２次審査へは進めない

東京都板橋区競争入札参加資格（東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける物品買
入れ等競争入札参加資格取得者）を有していること。

提出された書類に虚偽の記載がないこと。

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。

東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱（平成１７年３月３１日区長決定）による
指名停止を受けていないこと。

参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。
ア　暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。
イ　暴力団員等を雇用している。
ウ　暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。

経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項に基づき再生手続き開始
の申し立てを受けたとき、手形又は小切手は不渡りになったとき等）にない者であること。

提案金額が契約上限額の範囲内である。また、内訳金額についても上限額の範囲内であるこ
と。



1　提案内容

(1)

【提案内容】
留意事項を含め、仕様書やプロポーザル方式募集要項の内容を理解しているか。

大変優れている：１０点、優れている：８点、普通：６点、やや劣る：４点、劣る：２点
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(2)

【提案金額】
２か年の総額が契約上限額の範囲内であり、その差が２０％以上　　　　　　　１０点
２か年の総額が契約上限額の範囲内であり、その差が１５％以上２０％未満　　　８点
２か年の総額が契約上限額の範囲内であり、その差が１０％以上１５％未満　　　６点
２か年の総額が契約上限額の範囲内であり、その差が　５％以上１０％未満　　　４点
２か年の総額が契約上限額の範囲内であり、その差が　５％未満　　　　　　　　２点
２か年の総額の積算に妥当性がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０点
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2　財務状況

(1)

自己資本比率５０％以上　　５点
自己資本比率４０％以上　　４点
自己資本比率３０％以上　　３点
自己資本比率２０％以上　　２点
自己資本比率１０％以上　　１点
自己資本比率１０％未満　　０点

5

3　受注実績

(1)

過去10年間（平成28年4月から令和8年3月）に官公庁におけるまちづくり等の計画策定に係
るコンサルタント業務の実績があるか。

６件以上：５点、５件：４点、４件：３点、３件：２点、１～２件：１点、０件：０点

5

(2)

過去10年間（平成28年4月から令和8年3月）に官公庁におけるまちづくり等の計画策定に係
る区民参加手法の企画・運営の業務実績があるか。

６件以上：５点、５件：４点、４件：３点、３件：２点、１～２件：１点、０件：０点
5

4　技術者の技術力と実施体制【重要項目】

(1)

主任技術者の取得資格について
技術士（都市及び地方計画）を有する：５点
RCCM(都市計画及び地方計画)(注1)を有する：３点
その他関連資格を有する：１点

5

(2)

主任技術者のまちづくり等の計画策定業務従事期間について
従事期間が１３年以上：５点、従事期間が８年以上：３点
従事期間が３年以上：１点

5

(3)

担当技術者の取得資格について
技術士（都市及び地方計画）を有する：５点
RCCM(都市計画及び地方計画)(注1)を有する：３点
その他関連資格を有する：１点

5

(4)

担当技術者のまちづくり等の計画策定業務従事期間について
従事期間が１３年以上：５点、従事期間が８年以上：３点
従事期間が３年以上：１点

5

(5)

業務実施体制における業務（役割）分担が明確で、かつ各業務の実施体制が十分であるか
を評価する（最大５点）。
実施体制5人　：5点
実施体制4人　：4点
実施体制3人　：3点
実施体制2人　：2点
実施体制1人　：1点
※業務実施体制に具体的な配慮事項があれば+1点

5

別表１

第一次審査表【審査項目及び審査基準】

者

配点 得点審査項目・審査基準　【１/２】



5　地域要件

(1)

板橋区内に営業拠点である本社又は本店がある　：５点
板橋区内に営業拠点である支店又は営業所がある：３点
板橋区内に営業拠点がない　　　　　　　　　　：０点

5

6　セキュリティ対策、各種認定の取得状況

(1)

・ISO 9001など、品質に関する認証を取得している。
・ISO14001など、環境に関する認証の取得
・JIS15001など、個人情報保護に関する認証を取得している。
・ISO27001など、情報セキュリティに関する認証を取得している。

取得数4：５点、取得数3：４点、取得数2：３点
取得数1：２点、取得数0：０点

5

（注１）RCCMは、建設コンサルティング業務の管理技術者・照査技術者になるための資格であり、
（社）建設コンサルタンツ協会が実施する民間資格をいう。
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第一次審査表【審査項目及び審査基準】

者

　　

評　　価　　点 70

※評価点が同点の場合は重要項目の得点が高い順に決定する。

審査項目・審査基準【２/２】 配点 得点


